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松下幸之助の道州制論 

1968年「“廃県置州”で新たな繁栄を」 

1969年「続・廃県置州論」 

    “小を大にする“ 

1970年「廃県置州から置州簡県へ」 

    “大を小にする” 

「いうなれば中央集権を非常に独立性の高い地方分権 

に変えるということであり、府県合併によって小を大に 

する方向とは、かたちは同じでも逆の考え方であろう」 
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旧自公政権での道州制検討状況 

2003年 小泉内閣「道州制導入の検討」 

2004年 自民党道州制調査会設置 

2006年 第28次地制調「道州制導入が適当」 

2006年 第1次安倍内閣「道州制担当大臣」 

2007年 「道州制ビジョン懇談会」発足 

      自民党、経済界からも相次ぐ提言 

2009年 政権交代 
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道州制ビジョン懇中間報告(2008/3) 

「地方分権の総仕上げ」＆「究極の構造改革」 

  明治以来の中央集権体制の解体・再編 

新しい国のかたち＝「地域主権型道州制」 
 繁栄の拠点の多極化と日本全体の活性化 

 国際競争力の強化と経済財政基盤の確立 

 地方政府による住民本位の地域経営 

 効率的、効果的行政と責任ある財政運営 

 諸機能の分散による国家的安全性の強化 

「10年後、2018年までに道州制に完全移行すべき」 

最終報告（基本法・税財政・区割り）は出せず 
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「地域主権型道州制 国民への報告書」 

  

 
                                                                                                             

『地域主権型道州制～国民への報告書』 ＰＨＰ研究所 
書店ではお求めになれませんので、直接お問合せください 

第１部  道州制ビジョン懇談会「中間報告」   

第２部  「道州制基本法」の制定 

道州制の実現までの工程表を盛り込んだ、
「道州制基本法」の私案を提起   

第３部  道州制における税財政システム  

道州制の導入時点と定着時点を想定した税
財政システムとして、各々２案を提示   

第４部  道州の区割り案 

既存の区割り案をもとに、県の分割や 大都市
の独立などを含んだ30案を提示   
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地域主権型道州制での役割分担 
集権・融合から分権・分離を目指す 

ビジョン懇中間報告をもとに作成 
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道州制と基礎自治体中心主義 

  

中央集権(2005年歳出) 地域主権型道州制 

40 

60 

：
 

国 
49兆円(42％) 

都道府県 
31兆円(26％) 

市町村 

37兆円(32％) 

15 

85 

：
 

国 
 17兆円(15％) 

道州 
40兆円(35％) 

基礎自治体 

60兆円(50％) 

基礎自治体中心主義 
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道州制における税財政イメージ 

国の関与“大” 国の関与“小” 

一定の時間軸 

の中で移行 
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道州制における基礎自治体像 

2008年10月 九州地域戦略会議(知事会・経済団体) 

         道州制の「九州モデル」 

2009年10月 九州市長会「九州府実現計画」 

 九州府における基礎自治体のあり方 

 「人口規模に関わらず、住民生活に直結する 

 全ての事務を自己完結的に担う必要がある」 

 ①大都市型～大都市制度を適用 

 ②中核都市型～単独で行政能力を確保 

 ③連携都市型～水平連携で行政能力を確保 

 ④補完都市型～九州府の補完で行政能力を確保 
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道州制における大都市像 

【現行府県制のもとでの指定都市制度の拡充】 

政令市5市から20市へ、総人口の2割に 

「二重行政を解消し、実質的に特別市（仮称）に近づ
けることを目指す」（第30次地制調答申 2013年） 

 

【道州制のもとでの特別自治市の創設】 

・府県制よりも高くなる道州制の“天井” 

・基礎自治体の自立モデルとして設計 

・特別自治市も道州に内包されるべき 
 

【首都・東京については特別州を検討する必要】 
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自民党道州制基本法骨子案(2012/9) 

道州制国民会議への諮問事項 

ア 道州の区割り、事務所の所在地その他道州の設置に関すること。 

イ 国、道州及び基礎自治体の事務分担に関すること。 

ウ 国の機構の再編並びに国の道州及び基礎自治体への関与の在り方に関するこ
と。 

エ 国、道州及び基礎自治体の立法権限及びその相互関係に関すること。 

オ 道州及び基礎自治体の税制その他の財政制度並びに財政調整制度に関するこ
と。 

カ 道州及び基礎自治体の公務員制度並びに道州制の導入に伴う公務員の身分の
変更等に関すること。 

キ 道州及び基礎自治体の議会の在り方並びに長と議会の関係に関すること。 

ク 基礎自治体の名称、規模及び編成の在り方並びに基礎自治体における地域コミ
ュニティに関すること。 

ケ 道州及び基礎自治体の組織に関すること。 

コ 首都及び大都市の在り方に関すること。 

サ 道州制の導入に関する国の法制の整備に関すること。 

シ 都道府県の事務の道州及び基礎自治体への承継手続その他の道州制の導入
に伴い検討が必要な事項に関すること。 



道州制の全体像 

多岐にわたる道州制の論点 

  ⇒道州制国民会議への諮問事項 
 

基本法骨子案(2012/9)前文 

「まず、道州制の全体像を国民に提示し、国民
的な議論を始める必要がある。その上で、国会
において適切な結論を得るものとする。」 

 

早期の基本法成立と国民会議の設置を! 
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